
新宿区介護予防・生活支援サービス事業　指定基準

●訪問型サービス

●通所型サービス

介護福祉士、一定の研修受講者

●１人以上

訪問介護相当サービス 生活援助サービス

人
員

管理者

●常勤・専従１人
※管理上支障がない場合は、当該事業所又は
他事業所との兼務可

●常勤・専従１人
※管理上支障がない場合は、当該事業所又は
他事業所との兼務可

資格は問わない 資格は問わない

サービス提供責任者
生活援助事業責任者

●常勤・専従１人以上
※管理上支障がない場合は、当該事業所又は同一敷
地内の他事業所との兼務可

●利用者４０人ごとに１人以上

介護福祉士、実務者研修修了者その他厚生労働大臣
が定める者

訪問介護員等
●常勤換算後の人数が２．５人以上 ●必要数

介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者 一定の研修受講者

設備
・事業に必要な広さを有する専用の区画
・必要な設備、備品

・事業に必要な広さを有する専用の区画
・必要な設備、備品

運営

・運営規程等の説明、同意
・提供拒否の禁止
・業務継続計画の策定
・衛生管理
・訪問介護相当サービス計画の作成　等

・運営規程等の説明、同意
・業務継続計画の策定
・衛生管理　等

生活相談員

看護職員

看護師、准看護師

管理者

ミニデイサービス

●常勤・専従１人
※管理上支障がない場合は、当該事業所又は
他事業所との兼務可

資格は問わない

通所介護相当サービス

●常勤・専従１人
※管理上支障がない場合は、当該事業所又は
他事業所との兼務可

資格は問わない

サービス内容に応じてそれぞれ必要数配置
●利用者１５人以下：２人以上
●利用者１６人以上：３人以上

資格：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看
護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、
介護福祉士、その他サービス提供に必要な経験を
持つ者等

設備

運営

介護職員

機能訓練指導員

単位ごとに・・・
●利用者１５人以下：１人以上
●利用者１６人以上：利用者１人につき０．２ずつ１に足
していく

資格は問わない

●常勤１人以上（介護職員に常勤がいる場合、常勤で
ある必要なし）

社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事、介護支
援専門員、経験のある介護福祉士　等

●単位ごとに１人以上（定員１０人以下の場合、介護職
員が１人以上いれば、いなくても可）

・事業に必要な広さを有する区画
　（３㎡×利用定員以上）
・消火設備その他の非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備、備品

・運営規程等の説明、同意
・業務継続計画の策定
・衛生管理
・ミニデイサービス計画の作成　等

●１人以上

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、
あん摩マッサージ指圧師

・食堂、機能訓練室（３㎡×利用定員以上）
・静養室、相談室、事務室
・消火設備その他の非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備、備品

・運営規程等の説明、同意
・提供拒否の禁止
・業務継続計画の策定
・衛生管理
・通所介護相当サービス計画の作成　等


